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江の川流域水害対策計画の概要



◆江の川特定都市河川流域の概要

1

 江の川は，広島県山県郡北広島町阿佐山に水源を発し、途中三次市において馬洗川、西城川、神野瀬川が三方
より合流し、江津市において日本海に注ぐ、幹川流路延長194km、流域面積3,900km2の中国地方最大の一級河川
である。

 広島県側の上流部は三次盆地において人口・資産が集積していることなどから堤防整備が進んでいる。

 一方で、島根県側の下流部は山間狭窄部での狭い氾濫原に民家等が点在しており、令和４年３月治水とまちづく
りが連携したマスタープランを公表し、取組が進められている。

 このたびの江の川特定都市河川流域は、三次市、安芸高田市、北広島町の市街化区域等の人口・資産が集積し
た区域である。
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1.江の川特定都市河川の現状と課題
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 三次盆地は、三川合流以後も狭窄部が続くため、三次市街地でも水位が高い。

 粟屋地点周辺は、河川が蛇行するとともに、川幅が狭窄しており、141.6kより上流で水位上昇が顕著に生じる状況
にある。

 粟屋地点周辺の狭窄部を開削等した場合、三次市街地や下流域への負荷が増大する。

◆江の川特定都市河川流域の概要

1.江の川特定都市河川の現状と課題



3平成11年6月浸水状況（安芸高田市常友地区）昭和47年7月浸水状況（安芸高田市瀬戸地区）

【昭和47年7月洪水】 【平成11年6月洪水】

 S47.7洪水は、土師ダム建設中に発生した既往最大の浸水被害が発生した洪水である。特に、土
師ダム上流域の北広島町では降雨量が多く、江の川流域内において多数の浸水被害が発生した。

 H11.6洪水は、土師ダム上流部で降雨量が多く、広島県整備計画（江の川本川ブロック）における
目標洪水となっている。

 R3.8洪水は、江の川本川（粟屋上流域）で降雨量が多く、内水浸水が多数発生したほか、多治比
川において堤防決壊による浸水被害が発生した。

流域平均12時間雨量

12時間雨量 等雨量線図（7/11 14:00～1:00） 12時間雨量 等雨量線図（6/29 6:00～17:00）

※1 粟屋地点流量は流出解析による再現流量
※2 浸水戸数は水害統計での三次市、安芸高田市、北広島町の合計

粟屋地点流量(m3/s) 1,989

死者・行方不明者(人) 137

床上浸水（戸） 4,730

床下浸水（戸） 2,735
※1 粟屋地点流量はH-Q換算流量
※2 浸水戸数は水害統計での三次市、安芸高田市、北広島町の合計

粟屋地点流量(m3/s) 1,380

死者・行方不明者(人) 0

床上浸水（戸） 11

床下浸水（戸） 198

粟屋地点流量(m3/s) 1,719

死者・行方不明者(人) 0

床上浸水（戸）

床下浸水（戸）
603

令和3年8月浸水状況
（安芸高田市瀬戸地区）

【令和3年8月洪水】

12時間雨量 等雨量線図
（8/12 23:00～10:00）

※1 粟屋地点流量は流出解析による再現流量
※2 浸水戸数は直轄区間沿川地区の現地調査結果

※ （ ）書きは総雨量を示す。

◆特定都市河川流域における主要洪水

1.江の川特定都市河川の現状と課題

北広島町（土師ダム上流） 154 (468) 169 (182) 141 (426)

安芸高田市（土師ダム～板木川） 123 (384) 137 (147) 179 (484)

三次市（板木川～粟屋） 162 (438) 118 (127) 133 (412)

粟屋上流域 136 (431) 148 (159) 146 (445)

流域
R3.8洪水H11.6洪水S47.7洪水

流域平均12時間雨量(mm)

瀬戸地区

瀬戸地区
常友地区
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 江の川流域水害対策計画の対象流域は、江の川流域および下水道事業計画区域を含めた範囲とし、対象河川
は、江の川本川（国・県管理）及び42支川（県管理）とする。

上流端 下流端

江の川

国管理区間
左岸：広島県山県郡北広島町大字川井字上戸７１０番の２地先
右岸：広島県山県郡北広島町大字槿添１２２５番の２地先
指定区間
左岸：広島県山県郡北広島町大朝筏津字猿ヶ馬場３４０９番の９地先
右岸：広島県山県郡北広島町大朝筏津字矢淵３３９番の１地先

国管理区間国管理区間
左岸：広島県三次市粟屋町２１０２番地先
右岸：広島県三次市十日市町１０３７９の４番地先
指定区間
国管理区間の江の川への合流点

小似川
左岸：広島県三次市東酒屋町鷹の鉢１３６番の１地先
右岸：広島県三次市東酒屋町轆轤谷１７１番の１４地先

江の川への合流点

宮地川
左岸：広島県三次市青河町宮地６９７番地先
右岸：広島県三次市青河町宮地６９１番地先

小似川への合流点

上村川
左岸：広島県三次市粟屋町地主平５４番地先
右岸：広島県三次市粟屋町地主平４８番の１地先

江の川への合流点

板木川
左岸：広島県三次市三和町上板木字山崎８番地先
右岸：広島県三次市三和町上板木字山崎９番地先

江の川への合流点

陰地川
左岸：広島県三次市三和町敷名字鉾畦３４７２番地先
右岸：広島県三次市三和町下板木字陰地６３６番の１地先

板木川への合流点

今出原川 広島県三次市三和町羽出庭字湯船山１６４９番１６地先の町道橋下流端 板木川への合流点

岡城川
左岸：広島県三次市上志和地町岡東甲７３５番地先
右岸：広島県三次市上志和地町岡東甲７３６番地先

江の川への合流点

庄谷川
左岸：広島県安芸高田市甲田町深瀬字塩谷４０番の１地先
右岸：広島県安芸高田市甲田町深瀬字塩谷４３番の１地先

江の川への合流点

火の谷川
左岸：広島県安芸高田市甲田町下甲立字大宇根９６３番地先
右岸：広島県安芸高田市甲田町下甲立字峨亜月１０４２番地先

江の川への合流点

永屋川 広島県三次市上川立町永屋１２９番地先の芸備線鉄道橋 江の川への合流点

今井谷川
左岸：広島県安芸高田市甲田町下甲立字河平１４６番地先
右岸：広島県安芸高田市甲田町下甲立字摧崎１６９番の１地先

江の川への合流点

大土川
左岸：広島県安芸高田市甲田町上小原字城田原４１０７番地先
右岸：広島県安芸高田市甲田町高田原字女鳥８７番の２地先

江の川への合流点

馬通川
左岸：広島県安芸高田市甲田町高田原字馬通２２１番地先
右岸：広島県安芸高田市甲田町高田原字馬通２２２番地先

大土川への合流点

高地川
左岸：広島県安芸高田市甲田町上小原字西ヶ迫３１４６番の２地先
右岸：広島県安芸高田市甲田町上小原字西ヶ迫３１６３番地先

大土川への合流点

本村川
左岸：広島県安芸高田市美土里町本郷字桑原４６４７番の１地先
右岸：広島県安芸高田市美土里町本郷字出来屋２４番の３地先

江の川への合流点

吉田迫川
左岸：広島県安芸高田市甲田町浅塚字古場６１０番地先
右岸：広島県安芸高田市甲田町浅塚字原山６６３番の２地先

本村川への合流点

金口川
左岸：広島県安芸高田市吉田町相合字立縄手１９５９番地先
右岸：広島県安芸高田市吉田町相合字立縄手１９６６番地先

本村川への合流点

竹ノ内川
左岸：広島県安芸高田市美土里町横田字竹之内１００６番地先
右岸：広島県安芸高田市美土里町横田字竹之内９６３番地先

本村川への合流点

矢賀川
左岸：広島県安芸高田市美土里町本郷字聖川甲８５９番地先
右岸：広島県安芸高田市美土里町本郷字聖川甲８６０番地先

本村川への合流点

上河内川
左岸：広島県安芸高田市美土里町本郷丸山６３９１番の２地先
右岸：広島県安芸高田市美土里町本郷丸山６３９３番地先

本村川への合流点

小谷川
左岸：広島県安芸高田市美土里町本郷字平ケ岡３４０５番の１地先
右岸：広島県安芸高田市美土里町本郷字小谷３４４６番地先

本村川への合流点

戸島川
左岸：広島県安芸高田市向原町戸島字正力２２５０番地先
右岸：広島県安芸高田市向原町戸島字正力２２５３番地先

江の川への合流点

山田川
左岸：広島県安芸高田市甲田町上小原字池の内２３７７番地先
右岸：広島県安芸高田市甲田町上小原字池の内２３７２番地先

戸島川への合流点

貴船川 広島県安芸高田市吉田町吉田字貴船１７７３番１地先の国道橋下流端 江の川への合流点

多治比川
左岸：広島県安芸高田市吉田町多治比字津々良４０６１番地先
右岸：広島県安芸高田市吉田町多治比字津々良４０６６番地先

江の川への合流点

後相合川
左岸：広島県安芸高田市吉田町相合字大谷１７７４番地先
右岸：広島県安芸高田市吉田町相合字大谷１７６９番の１地先

多治比川への合流点

西浦川 広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山６８４番地先 多治比川への合流点

奈良谷川
左岸：広島県安芸高田市美土里町横田字瀬木迫４５４０番地先
右岸：広島県安芸高田市美土里町横田字瀬木迫４５４２番地先

多治比川への合流点

於手保川
左岸：広島県安芸高田市吉田町多治比字滝谷２１５６番の２地先
右岸：広島県安芸高田市吉田町多治比字大池谷１９８６番地先

多治比川への合流点

河内川
左岸：広島県安芸高田市吉田町中馬字上河内３８５番地先
右岸：広島県安芸高田市吉田町中馬字上河内３２８番の２地先

多治比川への合流点

室坂川
左岸：広島県安芸高田市吉田町多治比字室坂９４番地先
右岸：広島県安芸高田市吉田町多治比字室坂８３番の１地先

多治比川への合流点

砂田川
左岸：広島県安芸高田市吉田町竹原字操頭３３番地先
右岸：広島県安芸高田市吉田町小山字立通９８７番地先

江の川への合流点

油川
左岸：広島県安芸高田市吉田町中馬字神田２１００番地先
右岸：広島県安芸高田市吉田町中馬字時貞２３９４番地先

江の川への合流点

簸ノ川 広島県安芸高田市八千代町上根字河下添４１４番の２地先の町道橋下流端 江の川への合流点

大又川
左岸：広島県安芸高田市八千代町佐々井字水無７９番の２地先
右岸：広島県安芸高田市八千代町佐々井字１５番２地先

簸の川への合流点

四通川
左岸：広島県山県郡北広島町川井字大上戸６９０番の１地先
右岸：広島県山県郡北広島町川井字岡田２５４番の２地先

江の川への合流点

出原川
左岸：広島県山県郡北広島町南方字田中５２９１番地先
右岸：広島県山県郡北広島町南方字田中５２８２番地先

江の川への合流点

志路原川
左岸：広島県山県郡北広島町志路原字鳥越１７３４番の２地先
右岸：広島県山県郡北広島町志路原字鳥越１７３５番地先

江の川への合流点

都合谷川
左岸：広島県山県郡北広島町本地字西浦２５９６番地先
右岸：広島県山県郡北広島町本地字櫛ケ平１３３８番地先

冠川への合流点

冠川
左岸：広島県山県郡北広島町本地字丸押３５１６番地先
右岸：広島県山県郡北広島町本地字丸押３５６５番地先 志路原川への合流点

大塚川
左岸：広島県山県郡北広島町大塚字角土２３１８番の１地先
右岸：広島県山県郡北広島町大塚字厚朴８４番の１地先

江の川への合流点

田原川
左岸：広島県山県郡北広島町田原字横川３６０番地先
右岸：広島県山県郡北広島町田原字小名原甲１６６番の９４地先

江の川への合流点

河川名
区間

◆計画対象区域

2.江の川特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針



十一 都市浸水想定の区
域における土地の利用

（P37）

十二 貯留機能保全区域
又は浸水被害防止区域
の指定（P38）

十三 被害の拡大を防止
するために必要な措置

（P40）

四 都市浸水想定を提示（P10）

2.流域水害対策計画に定める事項について

5

 流域水害対策計画では、浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨等を踏まえ、流域分担（流域全体各々の対策が
担う目標量）を検討。

 河道等の整備に加えて、流域における雨水貯留浸透対策や土地利用の方針（貯留機能を有する土地の保全、著
しく危険なエリアでの住宅等の安全性の確保）などの浸水被害防止・軽減対策を位置づける。

河川管理者主体

下水道管理者主体

河川、下水道管理者以外の者主体

一 計画期間(20年)（P6）

二 浸水被害対策の基本方針（P8）

三 都市浸水の発生を防ぐ
べき目標となる降雨（P7）
(S47.7洪水・R3.8洪水)

五 特定都市河川
の整備（P14）
六 河川管理者が
行う雨水貯留浸
透施設の整備
（P16）

七 特定都市下水道
の整備（P17）
十 特定都市下水道
のポンプ施設の操
作（P36）

八 雨水貯留浸透施設の
整備その他雨水の一
時的な貯留、又は地下
への浸透（P19）
九 雨水貯留浸透施設整
備計画の認定に関する
基本的事項（P35）
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 対象期間は、河川整備計画（国、県）、下水道計画、まちづくりの計画期間を考慮したうえで設定する。

 河川整備計画については、

・国土交通省では、平成28年に策定した「江の川水系河川整備計画（国管理区間）」における対象期間は概ね
30年であり、策定後6年が経過し残りの期間が概ね20年である。

・広島県では、「江の川本川ブロック」の河川整備計画が現在変更作業中であり、対象期間は概ね20年である。

 下水道計画については、安芸高田市における公共下水道事業計画は平成6年に策定され、計画期間は24年であ
り、平成30年に事業が完了している。北広島町では、北広島町公共下水道全体計画が平成29年に策定され、計
画期間は概ね18年である。なお、三次市において、対象流域内に下水道計画（雨水）は無い。

 まちづくり計画については、令和２年に策定した「広島圏域都市計画区域マスタープラン」及び「備北圏域都市計
画マスタープラン」では概ね20年後の都市計画の基本的な方向性を示している。

○河川整備計画（国、県）、まちづくりの計画期間を踏まえ、本計画の計画期間を概ね20年とす
る。

○なお、河川整備の進捗、新たな下水道計画の策定・整備の進捗、自然環境の変化、まちづく
り等の社会経済の変化、新たな知見、技術的進歩等を踏まえ、必要な見直しを行う。

◆計画期間

2.江の川特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針



流域全体で都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨（計画対象降雨）を土師ダム上流で昭和47年7月降雨、
土師ダム下流で令和3年8月降雨とする。

7
昭和47年7月浸水状況
（安芸高田市瀬戸地区）

【昭和47年7月洪水】

12時間雨量 等雨量線図（7/11 14:00～1:00）

※1 粟屋地点流量は流出解析による再現流量
※2 浸水戸数は水害統計での三次市、安芸高田市、北広島町の合計

粟屋地点流量(m3/s) 1,989

死者・行方不明者(人) 137

床上浸水（戸） 4,730

床下浸水（戸） 2,735

粟屋地点流量(m3/s) 1,719

死者・行方不明者(人) 0

床上浸水（戸）

床下浸水（戸）
603

令和3年8月浸水状況
（安芸高田市瀬戸地区）

【令和3年8月洪水】

12時間雨量 等雨量線図（8/12 23:00～10:00）

※1 粟屋地点流量は流出解析による再現流量
※2 浸水戸数は直轄区間沿川地区の現地調査結果

◆都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨

2.江の川特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針

瀬戸地区
瀬戸地区
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■グリーンインフラの考えを踏まえながら、雨水貯留浸透施設の整備
や「田んぼダム」、ため池の活用等に取り組むことで流出量を抑制
するとともに、沿川の土地が元々有する洪水や雨水を一時的に滞
留・貯留させる機能の保全を図るため、貯留機能保全区域につい
て検討して指定する。

■支川氾濫や内水により浸水が想定される区域において、水害リスク
（浸水深や浸水頻度等）やまちづくり計画などを考慮のうえ、土地利
用規制（浸水被害防止区域の指定）を活用し、住宅・要配慮者施設
等建築等時の安全性の事前確認や移転制度の利用等により流域
内住民等の安全を確保する。

■河川整備や下水道整備を推進することで、浸水被害の防止・
軽減を図る。なお、河川整備等による下流への流量増加に対
して、遊水地等を整備することで軽減を図る。

■上記の整備にあたっては、自然環境が有する多様な機能を活
かすグリーンインフラの考えを踏まえるものとする。

■これらの対策により流域全体で治水安全度の向上を図り、江
の川本川の外水浸水による壊滅的な被害を解消することで浸
水被害の軽減を図るが、一部支川氾濫や内水による浸水が
残ると想定される。

◆浸水被害対策の基本方針

2.江の川特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針

浸水リスクがあるエリアにおける宅地の嵩上げや建築物の
構造の工夫等の浸水軽減対策を講じる。

◆土地利用規制（浸水被害防止区域・貯留機能保全区域等）
の方針
◆居住誘導（立地適正化計画等の早期整備）

流域全体で雨水や流水等を貯留する対策や洪水を流下
させる対策、氾濫水を制御する対策をそれぞれ充実し、効
果的に組み合わせ、グリーンインフラの考えを踏まえて、自
然環境が有する多様な機能も活かしながら実施する。

◆堤防整備、遊水地整備、河道掘削
◆県管理区間河川改修
◆下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備、「田んぼダ
ム」・ため池の活用

◆利水ダム等による事前放流等の実施

①氾濫をできるだけ防ぐ・

減らす対策
（ハザードへの対策）

自主防災組織連絡会
（R3.7 安芸高田市）

流域全体で「避難体制の強化」「経済被害の軽減」「早期復旧・
復興」等のための対策を組み合わせ、被害を最小化する。これら
の取組みを推進するための水災害リスク情報を充実させる。

◆国、県、市町、民間など多機関が連携したタイムラインの活用

◆マイ・タイムラインの普及

◆避難行動要支援者を含めた住民一人一人の避難計画の作成

促進

◆洪水時の河川情報の充実

◆被害発生時の情報収集・情報伝達の迅速化（水防団等による）

◆各地域の浸水深・時間による社会経済被害軽減に資する取組

や早期復旧・復興対策の検討

③被害の軽減、早期復旧、

復興のための対策
（脆弱性への対応）

②被害対象を減少させるための
対策（暴露への対応）

多治比川の整備イメージ（安芸高田市吉田地区） 安芸高田市 立地適正化計画

都市機能誘導区域

誘導施設
江の川

多治比川

A

A?
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計画対象降雨に対して、床上浸水被害を解消し、各地域の安全度の向上を目指す。

位置図

◆浸水被害対策の基本方針

2.江の川特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針

志
路
原
川

四
通
川

1,500m3/s
1,500m3/s

多
治
比
川

板
木
川

土
師
ダ
ム

北広島町下流端
（四通川合流後）

安芸高田市下流端
（板木川合流前）

三次市下流端
（粟屋地点）

－
1,650m3/s

1,850m3/s
1,850m3/s

流量配分図

上段：河川整備計画

下段：流域水害対策計画

四
通
川

志路原川

多治比川

浸水被害対策の基本的な考え方及び３つの視点からの対策

浸水被害対策の効果
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3.都市浸水想定（流域全体図（現況））

土師ダム

凡例
：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

※参考：別添拡大図

最大浸水深(ｍ)
： 0.0 - 0.5
： 0.5 - 3.0
： 3.0 - 5.0
： 5.0 - 10.0
：10.0 - 20.0
：20.0 -

【計算条件】
計画対象降雨：昭和47年7月降雨（土師ダム上流）

令和3年8月降雨（土師ダム下流）
河道 ：現況河道
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3.都市浸水想定（三次市拡大図（現況））

凡例
：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

最大浸水深(ｍ)
： 0.0 - 0.5
： 0.5 - 3.0
： 3.0 - 5.0
： 5.0 - 10.0
：10.0 - 20.0
：20.0 -

【計算条件】
計画対象降雨：昭和47年7月降雨（土師ダム上流）

令和3年8月降雨（土師ダム下流）
河道 ：現況河道
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3.都市浸水想定（安芸高田市拡大図（現況））

土師ダム

凡例
：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

最大浸水深(ｍ)
： 0.0 - 0.5
： 0.5 - 3.0
： 3.0 - 5.0
： 5.0 - 10.0
：10.0 - 20.0
：20.0 -

【計算条件】
計画対象降雨：昭和47年7月降雨（土師ダム上流）

令和3年8月降雨（土師ダム下流）
河道 ：現況河道



3.都市浸水想定（北広島町拡大図（現況））

土師ダム

凡例
：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

最大浸水深(ｍ)
： 0.0 - 0.5
： 0.5 - 3.0
： 3.0 - 5.0
： 5.0 - 10.0
：10.0 - 20.0
：20.0 -

13

【計算条件】
計画対象降雨：昭和47年7月降雨（土師ダム上流）

令和3年8月降雨（土師ダム下流）
河道 ：現況河道
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 効果的な河川整備（河道掘削、遊水地整備等）を着実に実施することで治水安全度の向上を加速化し、適切に維
持管理を実施する。

 河道掘削においては、河川環境への影響の回避・低減を図るとともに、遊水地整備においては、平常時は憩いの
空間や多様な生物の生息・生育・繫殖環境としての湿地機能を有し、豪雨時には防災・減災に寄与する施設整備
を検討する。

 既存ダム（土師ダム）を洪水調節に最大限活用するため、事前放流により容量を確保し、ダム下流の浸水被害軽
減に努める。

 平成28年2月策定の江の川水系河川整備計画【国管理区間】から、追加もしくは変更となる整備内容については、
河川整備計画を変更する。

三次市米丸、船所地区

土師ダム

河川整備計画に基づく広島県域での整備中及び今後予定の治水対策箇所

※堤防法線等は今後の調査等の
結果により変わる場合があります。

堤防整備

堤防法線

遊水地整備

※赤字は現行の河川整備計画から追加もしくは変更となる整備内容

◆河川管理者（国土交通省）が行う河川の整備

4.特定都市河川の整備に関する事項

至141ｋ600（粟屋）

河川 地区名 区間 整備概要

米丸 142.4k付近～143.6k付近 遊水地

船所 143.3k付近～143.9k付近 堤防整備

上村 146.2k付近～177.1k付近 堤防整備

秋町 150.1k付近～151.0k付近 堤防整備

上志和地 151.2k付近～153.8k付近 堤防整備

深瀬 152.7k付近～154.6k付近 堤防整備

川立 153.8k付近～155.2k付近 堤防整備

長屋（桂） 172.4k付近～172.8k付近 堤防整備

下入江（上） 174.8k付近～175.0k付近 堤防整備

上村、青河 146.0k付近～146.8k付近 樹木伐採、掘削

秋町、片山 148.2k付近～149.8k付近 樹木伐採、掘削

秋町、下志和地 150.4k付近～151.2k付近 掘削

甲立、瀬戸 157.0k付近～158.4k付近 掘削

篠原、高田原 159.4k付近～159.6k付近 掘削

市ヶ原、法恩寺 160.8k付近～161.0k付近 樹木伐採、掘削

市ヶ原、法恩寺 161.6k付近～161.8k付近 掘削

市ヶ原、下小原 162.6k付近～163.4k付近 樹木伐採、掘削

高屋、柳原 163.6k付近～164.0k付近 掘削

内堀、国司 165.2k付近～168.4k付近 樹木伐採、掘削

高樋堰 167.2k付近 堰改築

常友、下入江 169.2k付近～170.2k付近 樹木伐採、掘削

常友、下入江 172.4k付近 樹木伐採、掘削

桂、下入江 173.8k付近～174.0k付近 掘削

桂、下入江 174.4k付近 樹木伐採、掘削

桂、下入江 175.4k付近～175.8k付近 掘削

江の川



15

 「一級河川江の川水系江の川本川ブロック河川整備計画」に基づき、河川改修を引き続き推進する。

河川整備計画に基づく整備中及び今後予定の治水対策箇所（広島県）

河川改修

河川 区間 整備概要

本村川
加念橋から上流0.6km
加屋橋から上流0.3 km
浜田橋から下流1.3 km

河道拡幅

大土川 高田原橋下流から上流1.2 km 河道拡幅

江の川
川東大橋から上流2.9 km
小長者橋から下流6.0 km
新庄大橋下流から上流4.0 km

河道拡幅

志路原川 支川地面川合流点から上流3.3 km 河道拡幅

多治比川 江の川合流点から上流5.2 km 河道拡幅、堤防整備

都合谷川 0k100付近 堤防整備

庄谷川 江の川合流点から0.2km 堤防整備

◆河川管理者（広島県）が行う河川の整備

4.特定都市河川の整備に関する事項

河川改修箇所（安芸高田市：庄谷川）河川改修箇所（安芸高田市：多治比川） 河川改修箇所（北広島町：都合谷川）

※赤字は現行の河川整備計画から追加等となる箇所

153k000● ●153k000

●
168k000

168k000
●
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 河川管理者が行う雨水貯留浸透施設については、必要に応じて検討し、計画変更を行う。

◆河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備

5.河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項
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6.下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項

 江の川上流域では、粟屋地点周辺の狭窄部の堰上げにより、河川水位が上昇することから、江の川への排水が
困難である状況を踏まえつつ、下水道管理者は内水に対する浸水対策を実施していくことが重要である。

 雨水排水対策が必要な地区において、雨水管渠整備等を実施するとともに、近年の気候変動を踏まえたハード対
策の加速化とソフト対策の充実を図るべく、内水ハザードマップの公表や雨水管理総合計画の策定、また、雨水
出水浸水想定区域の指定により浸水被害の軽減に努める。

排水区毎の放流量及び貯留能力

◆下水道管理者が行う特定都市下水道の整備

市町名 排水区 面積（ha） 計画放流量（m3/s） 貯留能力（m3）

安芸高田市 江の川第一排水区 52.1 5.950 －

安芸高田市 江の川第二排水区 2.6 － －

安芸高田市 貴船川排水区 50.4 － －

安芸高田市 多治比川第一排水区 25.9 3.559 －

安芸高田市 多治比川第二排水区 24.0 － －

安芸高田市 大迫川排水区 23.2 6.201 －

北広島町 春木排水区 30.0 8.184 －

北広島町 頼信第１排水区 3.0 0.993 －

北広島町 頼信第２排水区 3.0 2.139 －

北広島町 頼信第３排水区 11.0 4.384 －

北広島町 頼信第４排水区 39.7 4.024 －

北広島町 頼信第５排水区 44.8 7.007 －

北広島町 壬生第１排水区 18.0 3.024 －

北広島町 壬生第２排水区 21.2 2.717 －

北広島町 壬生第３排水区 30.0 1.907 －

北広島町 壬生第４排水区 18.3 － －

北広島町 新郷第１排水区 37.0 2.844 －

北広島町 新郷第２排水区 25.0 － －

北広島町 氏神排水区 42.0 4.320 －

北広島町 氏神第２排水区 29.0 － －

北広島町 流通団地排水区 137.3 － － ― ： 計画数量未定
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 開発等による雨水浸透阻害行為に該当する1,000m2以上の行為に対しては、流出雨水量の増加を抑制するため
の対策工事を義務化し、事前許可制とすることで着実に対策を実施するとともに、その機能の中長期的な維持に
努める。

 また、対策工事の義務付けの対象外となる1,000m2未満の行為については、当該雨水浸透阻害行為による流出雨
水量の増加を抑制する取組を周知する。

◆雨水浸透阻害行為の許可等

7.雨水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は

地下への浸透に関する事項
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 江の川の地形特性を踏まえ、下流に負荷をかけずに流域の治水安全度を向上させるには、河川区域内での河川
施設で治水安全度を向上させることのみならず、流域から河道への流出を抑制させることが重要であり、内水被
害の解消・軽減にも寄与する。

 江の川特定都市河川流域における計画期間の対策量は、雨水貯留浸透施設で90.6千m3、ため池の活用で80千
m3、水田貯留で144千m3とする。

 流域のあらゆる関係者の協働による雨水貯留浸透施設の整備及び「田んぼダム」、ため池の活用等の雨水貯留
や浸透に係る取組の一層の促進を図る。

◆雨水貯留浸透施設

雨水貯留浸透施設の整備量

ため池の活用

水田貯留

市町 地区名 施設名 貯留量（m
3
）

瀬戸 瀬戸調整池（仮称） 27,000

常友 川向調整池（仮称） 20,000

国司 国司調整池（仮称） 32,000

北広島町 今田 今田調整池（仮称） 11,600

安芸高田市

施設名 貯留量（m
3
）

板木ダム 80,000

市町

三次市

市町 貯留量（m
3
）

三次市 144,000

7.雨水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は

地下への浸透に関する事項
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 床上浸水が発生する地区において、対策を講じる。

小似川

本村川

多治比川

邑南町

北広島町

広島市
安佐北区

三次市

安芸高田市

東広島市

常友

国司

瀬戸

上川立

上志和地

下志和地秋町

三次市下流端
（粟屋地点）

土師ダム

北広島町下流端

凡例
：流域界（特定都市河川）
：流域規模の大きな支川
：対策地区

安芸高田市下流端

深瀬

◆地区ごとの対策メニュー

蔵迫

7.雨水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は

地下への浸透に関する事項

※各地区の浸水範囲の時間変化については別添動画をご確認ください。



◆地区ごとの対策メニュー（秋町地区）

対策後の状況（最大包絡）
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・築堤

・河道掘削

・樹木伐採

対策前の状況（最大包絡）

対策メニューの一覧 対策の効果

国土交通省が実施する対策

・｢田んぼダム｣の実施(貯留量： 22,200m3)

・排水ポンプ(１m3/s)の設置

・個別家屋対応

三次市が実施する対策

■排水ポンプ
1.0m3/s

河道掘削・樹木伐採

（→0）

※個別家屋対応

河道掘削

築堤

■｢田んぼダム｣
貯留高：0.1m
実施面積：222,000m2

貯留量：22,200m3

※地域の水田面積の約半分で「田んぼダム」に取り組
み、各水田で深さ10cm雨水を貯留できた場合。



◆地区ごとの対策メニュー（下志和地地区）

対策後の状況（最大包絡）

22

・河道掘削

対策前の状況（最大包絡）

対策メニューの一覧 対策の効果

国土交通省が実施する対策

・｢田んぼダム｣の実施(貯留量：12,700m3)

・個別家屋対応

三次市が実施する対策

（→0）

※個別家屋対応

河道掘削

■｢田んぼダム｣
貯留高：0.1m
実施面積：127,000m2

貯留量：12,700m3

※地域の水田面積の約半分で「田んぼダム」に取り組
み、各水田で深さ10cm雨水を貯留できた場合。



◆地区ごとの対策メニュー（上志和地地区）

対策後の状況（最大包絡）
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対策前の状況（最大包絡）

対策メニューの一覧 対策の効果

築堤

・築堤

・河道掘削

・樹木伐採

国土交通省が実施する対策

・｢田んぼダム｣の実施(貯留量：55,900m3)

・既存ため池の活用(調節容量80,000m3の確保)

・個別家屋対応

三次市が実施する対策

（→0）
※個別家屋対応

■板木ダム（既存ため池の活用）
調節容量：80,000m3

至板木ダム

■｢田んぼダム｣
貯留高：0.1m
実施面積：559,000m2

貯留量：55,900m3

※地域の水田面積の約半分で「田んぼダム」に取り組
み、各水田で深さ10cm雨水を貯留できた場合。



◆地区ごとの対策メニュー（上川立地区）

対策後の状況（最大包絡）
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対策前の状況（最大包絡）

対策メニューの一覧 対策の効果

築堤

・築堤

国土交通省が実施する対策

・｢田んぼダム｣の実施(貯留量：53,200m3)

三次市が実施する対策

■｢田んぼダム｣
貯留高：0.1m
実施面積：532,000m2

貯留量：53,200m3

※地域の水田面積の約半分で「田んぼダム」に取り組
み、各水田で深さ10cm雨水を貯留できた場合。



◆地区ごとの対策メニュー（深瀬地区）

対策後の状況（最大包絡）
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対策前の状況（最大包絡）

対策メニューの一覧 対策の効果

火の谷川

築堤

・庄谷川の築堤

広島県が実施する対策

・築堤

・樋門整備

・河道掘削

・樹木伐採

国土交通省が実施する対策

樋門整備

庄谷川の築堤



◆地区ごとの対策メニュー（瀬戸地区）

対策後の状況（最大包絡）
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対策前の状況（最大包絡）

対策メニューの一覧 対策の効果

■排水ポンプ
1.0m3/s

■調整池
貯留量：27,000m3

・河道掘削

国土交通省が実施する対策

・調整池の設置(貯留量：27,000m3)

・排水ポンプ(１m3/s)の設置

・個別家屋対応

安芸高田市が実施する対策 （→0）

※個別家屋対応

河道掘削
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◆地区ごとの対策メニュー（常友地区）

対策後の状況（最大包絡）
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対策前の状況（最大包絡）

対策メニューの一覧 対策の効果

■排水ポンプ
1.0m3/s

河道掘削

多治比川の築堤・河道掘削

■調整池
貯留量：20,000m3

居住誘導区域
（安芸高田市立地適正化計画）

・河道掘削

・高樋堰の改築

国土交通省が実施する対策

・調整池の設置(貯留量：20,000m3)

・排水ポンプ(１m3/s)の設置

・下水道（雨水排水）整備

安芸高田市が実施する対策

・多治比川の築堤・河道掘削

広島県が実施する対策

■下水道（雨水排水）整備

高樋堰の改築

河道掘削・樹木伐採



◆地区ごとの対策メニュー（国司地区）

対策後の状況（最大包絡）
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対策前の状況（最大包絡）

対策メニューの一覧 対策の効果

河道掘削

■排水ポンプ
1.0m3/s

■調整池

貯留量：32,000m3

・河道掘削

国土交通省が実施する対策

・調整池の設置(貯留量：32,000m3)

・排水ポンプ(１m3/s)の設置

安芸高田市が実施する対策

河道掘削・樹木伐採



◆地区ごとの対策メニュー（蔵迫地区）

対策後の状況（最大包絡）
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対策前の状況（最大包絡）

志路原川の拡幅

対策メニューの一覧 対策の効果

・志路原川の拡幅

広島県が実施する対策

・調整池の設置(貯留量：11,600m3)

北広島町が実施する対策

■調整池
貯留量：11,600m3

至今田川
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◆都市浸水想定（全体図（対策後））

土師ダム

凡例
：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

※参考：別添拡大図

最大浸水深(ｍ)
： 0.0 - 0.5
： 0.5 - 3.0
： 3.0 - 5.0
： 5.0 - 10.0
：10.0 - 20.0
：20.0 -

【計算条件】
計画対象降雨：昭和47年7月降雨（土師ダム上流）

令和3年8月降雨（土師ダム下流）
河道 ：流域水害対策計画河道
流域対策 ：ため池の活用

雨水貯留浸透施設
水田貯留
下水道整備
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◆都市浸水想定（三次市拡大図（対策後））

凡例
：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

最大浸水深(ｍ)
： 0.0 - 0.5
： 0.5 - 3.0
： 3.0 - 5.0
： 5.0 - 10.0
：10.0 - 20.0
：20.0 -

【計算条件】
計画対象降雨：昭和47年7月降雨（土師ダム上流）

令和3年8月降雨（土師ダム下流）
河道 ：流域水害対策計画河道
流域対策 ：ため池の活用

雨水貯留浸透施設
水田貯留
下水道整備
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◆都市浸水想定（安芸高田市拡大図（対策後））

土師ダム

凡例
：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

最大浸水深(ｍ)
： 0.0 - 0.5
： 0.5 - 3.0
： 3.0 - 5.0
： 5.0 - 10.0
：10.0 - 20.0
：20.0 -

【計算条件】
計画対象降雨：昭和47年7月降雨（土師ダム上流）

令和3年8月降雨（土師ダム下流）
河道 ：流域水害対策計画河道
流域対策 ：ため池の活用

雨水貯留浸透施設
水田貯留
下水道整備



◆都市浸水想定（北広島町拡大図（対策後））

土師ダム

凡例
：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

最大浸水深(ｍ)
： 0.0 - 0.5
： 0.5 - 3.0
： 3.0 - 5.0
： 5.0 - 10.0
：10.0 - 20.0
：20.0 -
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【計算条件】
計画対象降雨：昭和47年7月降雨（土師ダム上流）

令和3年8月降雨（土師ダム下流）
河道 ：流域水害対策計画河道
流域対策 ：ため池の活用

雨水貯留浸透施設
水田貯留
下水道整備



北広島町江の川流域

 雨水の一時的な保水・遊水機能を有する山林・緑地・農地・霞堤の保全や開発抑制などの協力要請を積極的に実
施し、これらの機能の保全に努める。

 災害の防止及び森林が有する多面的機能の発揮・維持向上を図るため、広島県が策定している「ひろしまの森づ
くり事業に関する推進方針 令和4年3月」とも連携・調整しつつ、山地災害危険地区や氾濫した河川上流域等の
間伐、公共施設周辺の整備、危険木の伐採など、計画的な森林整備を推進する。

安芸高田市桂地区

霞堤の保全 森林の保水機能の維持・向上

森づくり事業事例

間伐前

間伐前

間伐後

間伐後

◆既存の防災調整池等や保水・遊水機能を有する土地の保全
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7.雨水貯留浸透施設の整備その他浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は

地下への浸透に関する事項
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 雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする民間事業者等（地方公共団体以外の者）に対し、支援を行う。

 国、県及び関係市町は連携し、本制度の趣旨等の周知に努める。

◆雨水貯留浸透施設整備計画の認定に関する基本的事項

8.雨水貯留浸透施設整備計画の認定に関する基本的事項
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 本流域内には内水排除のためのポンプ施設は設置されていないが、
雨水管理総合計画が策定され、特定都市下水道のポンプ施設が整備
された場合は、河川への影響が生じることから、関係機関と十分な調
整を図り、運転操作ルールを定めるものとする。

◆基本的な運転調整の方針

9.下水道管理者が管理する特定都市下水道のポンプ施設の操作に関する事項

◆連絡・指揮体制、情報共有及び住民への周知

 雨水管理総合計画が策定され、特定都市下水道のポンプ施設が整備された場合は、ポンプ施設をより効率的か
つ効果的に機能させるため、関係機関との情報共有のための体制について検討していく。

 また、流域住民が避難準備等をできるように、事前の周知を十分に行うとともに、適切な情報伝達等についても検
討する。
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 都市浸水想定に加え、雨水出水（内水）浸水想定区域、過去の浸水実績図、治水地形分類図などからハザード情
報などを把握するとともに、流域の土地利用の現況や人口・資産の集積状況などを把握し、関係機関連携し、水
害リスクを評価する。その上で、都市浸水想定のブロック毎に、水害リスクを踏まえた土地利用の方向性を検討し
定めることとする。

 水害リスクの評価や土地の利用について留意すべき事項等の検討にあたっては、立地適正化計画に定める防災
指針等の防災まちづくりの方向性にも密接に関係することから、関係部局が連携し、都市計画やまちづくりに関す
る計画との整合を図る。

◆都市浸水想定の区域における土地の利用

10.都市浸水想定の区域における土地の利用に関する事項

安芸高田市立地適正化計画（令和５年５月策定）
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11.貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針

 貯留機能保全区域は、河川沿いの低地や窪地等の雨水等を一時的に貯留し、区域外の浸水拡大を抑制する効
用があり、過去より農地等として保全されてきた土地の貯留機能を将来にわたって保全するために指定を行うもの
とする。

 貯留機能保全区域の指定にあたっては、都市浸水想定の区域や、ハード整備後においても堤防からの越水や無
堤部からの溢水及び内水等による浸水が想定される区域について、水田等の土地利用形態や住家の立地等の
土地利用の状況等を考慮した上で、市長及び町長からの意見聴取等を実施し、当該土地の所有者の同意を得て
指定するものとする。

◆貯留機能保全区域の指定の方針



土師ダム
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 浸水被害防止区域は、洪水が発生した場合に著しい危害が生ずるおそれがある土地において、開発規制・建築
規制を措置することで高齢者等の要配慮者をはじめとする住民等の生命・身体を保護するために指定を行うもの
とする。

 浸水被害防止区域の指定にあたっては、ハード整備後においても河川からの越水・溢水及び内水等により床上相
当の浸水深が想定される区域について、現況の地盤の起伏や土地利用形態等を考慮した上で、市長及び町長か
らの意見聴取等を実施し、関係者の意向を十分踏まえて指定するものとする。

凡例
：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（県管理）
：特定都市河川流域
：行政界
：ハード整備後に床上相当の
浸水深が想定される区域

浸水被害被害防止区域における
居住誘導・住まいづくりの工夫のイメージ

※浸水区域は今後の調査・検討により変更となる場合があります

◆浸水被害防止区域の指定の方針

11.貯留機能保全区域又は浸水被害防止区域の指定の方針
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 流域のあらゆる関係者による更なる信頼関係の醸成を図ることを念頭に、減災対策協議会等による関係機関との
連携強化や市町等とのホットラインによる河川情報の共有を行う。

 河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体は被害の最小化を図るため、地域のコミュニティを強化するための
対話や協働の場の提供・洪水ハザードマップや内水ハザードマップの作成・周知、住民一人一人の避難計画・情
報マップの作成促進、小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施、災害時における関係機関及び住民の避
難行動の判断に必要な河川水位に関する迅速な情報収集・提供に向けた取組等について推進する。

 また、要配慮者利用施設における避難確保計画や業務継続計画の作成、実施義務化されている避難訓練の徹底
を図るとともに、助言・勧告制度を活用し避難確保の実効性を高める。

◆リスクコミュニケーションの充実

12.浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項

防災ワークショップの開催
（令和4年11月5日：安芸高田市）

自主防災組織連絡会の開催
（令和4年6月4日：三次市）
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 平成28年7月に、「江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会」を設立し、平成28年10月に、江の川上流域の減
災に係る取組方針を策定した。

 また、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（平成29年6月策定、平成31年1月改定）に基づく取組
方針を反映させ、江の川上流域では以下の取組を流域で実施することで地域の安全性をソフト面から向上させて
いく。

◆大規模氾濫に関する減災対策

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援
（令和5年1月26日：安芸高田市）

江の川上流水害タイムライン検討会
（令和4年12月23日：国土交通省）

12.浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項

江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会：Webサイトに掲載
https://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/river/initiative/meeting.html

江の川上流の特徴である急激な水位上昇・深い浸水深エリアから、地域住民の生命を守るため、
「逃げ遅れゼロ」を目指す。

◆取組方針

　①迫り来る危機に対応する的確な避難行動のための取組

　②避難時間を確保する効果的な水防対策の取組

　③水防災と地域社会を意識した防災教育の取組

　④異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能と情報の充実

大規模氾濫及び内水・土砂災害などの複合災害や夜間・荒天時を考慮した
タイムラインの更新

住民が安全に避難するための避難勧告等の発令基準の見直し・避難誘導
体制の検討

想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図及び新たに設定された家屋倒壊
等氾濫想定区域を考慮した避難所の検討（広域避難所）

内水氾濫・土砂災害を考慮した避難経路の検討

洪水浸水想定区域内の要配慮者（社会福祉施設等）利用施設の管理者が
策定する避難計画作成等の支援

想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップを作成
し、洪水浸水想定区域内の各戸へ周知

関係機関による内水被害状況の共有

広域避難や水防活動等に資する長期水位予測（水害リスクライン）等の実施

緊急速報メールを活用したプッシュ型の洪水情報等の発信

気象情報発信時の「防災気象情報」の各種改善

避難情報伝達手段の普及促進

SNSを活用した洪水時における情報提供等

大規模氾濫に対するタイムライン（防災計画）
への更新

大規模水害に対応するハザードマップの作成・
周知

住民の避難行動を支援する防災情報の提供

①
迫
り

来
る
危
機
に
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◆大規模氾濫に関する減災対策

防災教育の実施
（令和5年5月19日：十日市小学校）

江の川治水勉強会
（ダム放流情報を活用した避難体制の確立）

12.浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項

近年、外水による家屋浸水がある箇所の堤防整備や流下能力の維持管理

ダム下流の被害を軽減する流入量予測精度向上等による効率的な土師
ダムの運用を実施

避難時間を確保する効果的な排水施設の運用の実施

危機管理型水位計を用いた河川監視の強化・情報提供

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保の検討

河川管理の高度化の検討

簡易型河川監視カメラを用いた河川監視の強化・情報提供

備蓄水防資機材情報の共有及び非常時における相互支援方法の確認

局所的に低い堤防等の事前水防活動

関係機関による避難経路の被災状況の情報共有

関係機関が避難経路の安全性を確認しながら、効率的な水防活動と避難支
援を行うための現地点検

水防に関する広報の充実（水防団確保に係る取組）

水防団での連携、協力

河川管理施設を最大限活用するハード・ソフト対
策の促進

避難行動を支援する効率的な河川巡視・水防活
動

②
避
難
時
間
を
確
保
す
る

効
果
的
な
水
防

対
策
の
取
組

過去の災害や他河川の事例を用いた防災講習会等の開催

マイ・タイムラインや避難訓練の連携した水防訓練の実施

地域住民・水防団との危険箇所や重要水防箇所の合同点検の実施

小中学校などと連携した江の川上流の洪水の特徴を踏まえた水害（防災）
教育の拡充

住民一人一人の避難計画（マイ・タイムライン）の普及

水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた高齢者福祉部局との情
報共有や避難訓練の実施

水防災を意識した防災教育の実施

地域の防災リスクを意識した住民参加型防災教
育の実施

③
水
防

災
と
地
域
社
会
を

意
識
し
た

防
災
教
育
の
取
組

防災施設の機能に関する情報の充実

ダム放流情報を活用した避難態勢の確立

ダム放流警報等の改良・耐水化

ダム等の洪水調節機能の向上・確保

異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機
能の充実

④
異
常
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化
に
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と
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異常豪雨の頻発化に備えたダムの情報の充実
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 河川管理者は、水防管理者（市長・町長）・消防署・警察署・流域住民に対して、洪水被害発生時における住民の適切な避難判断、

行動を支援するために、洪水に係わる正確な情報をいち早く提供する。

 国及び地方公共団体は、流域住民への情報提供に際しては、既存の行事等に啓発を組み込んだり、放送メディアやインターネット等

の様々な媒体を活用したりし、映像や図等の多様な手法で分かりやすい情報の伝達に努めるとともに、携帯電話等へのメール配信

により、大雨、洪水などの防災情報を提供する。

 国及び地方公共団体は、防災情報の入手ツールの周知を十分に行い、利用につなげる。

 ダム管理者は、情報提供に際し、受け手の多様性に配慮し、効果的な情報入手方法の周知手法について検討する。また、ダムから

の放流量等の情報を関係機関へ通知するとともに、ダムの事前放流については関係者との情報網により、適切な情報伝達を図る。

12.3洪水時及び発災時の情報収集・伝達

• 堤防からの越水や、周辺地域における浸水の状況を速やかに把握し、
迅速な避難や災害対応に活かすことは重要である。

• 民間企業・地方自治体等と連携して、ワンコイン浸水センサを設置・情
報発信を行う実証実験中。

• 簡易型監視カメラの設置により、各地区で河川の状況を発信することで、
従来の水位情報だけでは伝わりにくい情報の理解向上を促すことで円
滑な避難を促進する。

ワンコイン浸水センサ 簡易型河川監視カメラ

簡易型河川監視カメラ

ワンコイン浸水センサ

12.浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項
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13.その他浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項

 近年の水害の激甚化・頻発化等を踏まえ、令和2年5月29日に江の川水系の河川管理者、ダム管理者、関係利水
者による江の川水系治水協定を締結し、既存ダム（土師ダム、灰塚ダム、八戸ダム、庄原ダム、浜原ダム、目谷ダ
ム、高暮ダム、沓ヶ原ダム、板木ダム）の事前放流等の実施体制を整えた。

 既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するため、関係行政機関（河川管理者、ダム管理者）の緊密
な連携のもと、洪水調節容量を使用する洪水調節に加え、事前放流により洪水時に活用可能な容量を利水容量
から確保し、引き続きダム下流の浸水被害軽減に努める。

◆既存ダムの洪水調節機能強化

既存ダム位置図

土師ダム

板木ダム
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 計画対象降雨以外の想定し得るあらゆる洪水が発生することも可能な限り想定し、地形条件等により水位が上昇しやすい
区間や氾濫した場合に特に被害が大きい区間等における氾濫の被害をできるだけ抑制し、各地域の浸水深・時間による
社会経済被害軽減に資する取組や早期復旧・復興対策等の検討を関係機関と連携して取り組む。

 さらに、氾濫をできるだけ防ぐ・減らすために、流域内の土地利用や雨水貯留等の状況の変化、利水ダムの事前放流の実
施状況等の把握及び治水効果の定量的・定性的な評価を関係機関と協力して進め、これらを流域の関係者と共有し、より
多くの関係者の参画及び効果的な取組の促進に努める。

 また、住民一人一人の避難計画の作成にあたっては、福祉部局等との連携を図りつつ、減災対策協議会等を活用し、想定
される被害と流域対策による避難時間の確保などについて検討し、適切な避難行動につなげる。

◆計画対象降雨以外のあらゆる降雨への対応

◆流域水害対策計画の計画管理
 河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体は、あらゆる関係者と連携し、事業の進捗状況及び流域の変化について、
多面的な視点から定期的にモニタリングを実施し、江の川流域水害対策協議会に報告するとともに、浸水被害対策による
効果等を適切に評価する。

 これに加え、流域における浸水被害の発生状況も踏まえ、浸水被害の防止又は軽減のため、必要に応じて、地域住民や
民間事業者、学識経験者などの意見を聞き、計画の効果的な実施・運用に向けた改善を図るとともに、流域水害対策計画
の見直しを行う。

13.その他浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項

（計画管理項目）

①事業の進捗状況 ③雨水貯留浸透施設等の整備状況

・河川事業及び下水道事業の整備 ・河川管理者、下水道管理者、地方公共団体及び民間事業者等が

②流域内の開発状況 設置した雨水貯留浸透施設の位置及び容量等

・各市町における流域内の開発箇所及び面積 ・雨水浸透阻害行為に該当する1,000m2以上の対策工事で設置

された防災調整池の位置及び容量等

・ため池を活用した場合の位置及び容量等

・水田貯留を実施した位置及び容量等


